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はじめに

復興と廃炉の両立とALPS処理水問題を考え
る福島円卓会議 東京新聞2023年7月18日より

経済産業省



はじめに

１）GX推進のための既存原発の延命と次世代革新炉の開発

・研究という政策の問題点

２）その政策の決定過程が抱える問題点

グリーン・トランスフォーメーション（GX）

産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造を

クリーンエネルギー中心に転換すること



１．エネルギー基本計画にみる原子力政策

第１次エネルギー基本計画（2003年）

第２次エネルギー基本計画（2007年）

資源依存度が低い準国産エネルギー

二酸化炭素を排出せず地球温暖化対策に資する基幹電源

第３次エネルギー基本計画（2010年）

供給安定性：Energy Security

環境適合性：Environment

経済効率性：Economic Efficiencyの３Eを満たす基幹エネルギー

原子力発電を積極的に推進



１．エネルギー基本計画にみる原子力政策

第４次エネルギー基本計画（2014年）

第５次エネルギー基本計画（2018年）

第６次エネルギー基本計画（2021年）

原発依存度を可能な限り低減

低廉かつ安定的な電力供給に寄与する重要なベースロード電源

地球温暖化の課題に対応し、原子力の利用を安定的に進めていくため

に、再稼働、使用済核燃料対策、核燃料サイクル、最終処分、廃炉等

を進める。



２．GX実現に向けた基本方針
～今後10年を見据えたロードマップ～

１．エネルギー安定供給の確保に向け、

徹底した省エネ、再エネや原子力などのエネルギー自給

率の向上に資する脱炭素電源への転換

２．GXの実現に向け、GX経済移行債等を活用した大胆な

先行投資支援、カーボンプライシングによるGX投資先行

インセンティブ、新たな金融手法の活用などを含む成長

志向型カーボンプライシング構想の実現・実行





３．GX脱炭素電源法
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等
の一部を改正する法律

１）地域と共生した再エネの最大限の導入促進

２）安全確保を大前提とした原子力の活用/廃炉の推進

① 原子力発電の利用に係る原則の明確化（原子力基本法）

• 安全を最優先とすること、原子力利用の価値を明確化（安定供給、

GXへの貢献等）

• 国・事業者の責務の明確化（廃炉・最終処分等のバックエンドの

プロセス加速化、自主的安全性向上・防災対策等）



② 高経年化した原子炉に対する規制の厳格化（炉規法）
• 原子力事業者に対して、

Ⅰ）運転開始から30年を超えて運転しようとする場合、10年以内
毎に、設備の劣化に関する技術的評価を行うこと、

Ⅱ）その結果に基づき長期施設管理計画を作成し、原子力規制委員
会の認可を受けることを新たに法律で義務付け

③ 原子力発電の運転期間に関する規律の整備（電気事業法）
• 運転期間は40年とし、

ⅰ）安定供給確保、ⅱ）GXへの貢献、ⅲ）自主的安全性向上や防
災対策の不断の改善について経済産業大臣の認可を受けた場合に
限り延長を認める。

• 延長期間は20年を基礎として、原子力事業者が予見し難い事由に
よる停止期間を考慮した期間に限定する。



④ 円滑かつ着実な廃炉の推進（再処理法）
• 使用済燃料再処理機構（NuRO）に

ⅰ）全国の廃炉の総合的調整、
ⅱ）研究開発や設備調達等の共同実施、
ⅲ）廃炉に必要な資金管理等の業務を追加

• 原子力事業者に対して、NuROへの廃炉拠出金の拠出を義務付



４．原発の運転期間延長と次世代革新炉の建設

原発依存度の低減から原子力発電の積極的な活用へ

（１）再稼働のための原子力規制委員会の安全審査

・新規制基準では、事故の際の住民の避難計画は対象外とされてい

ること

・新規制基準は、テロ攻撃対策までは対象とされたが、武力攻撃は

対象外とされていること



原子力規制委員会 原子炉に係る新規制基準
https://www.nra.go.jp/activity/regulation/reactor/kisei/sekkei/sekkei2.html



（２）運転期間の一定期間の延長
事業者から見て他律的な要素によって停止していた期間に限り、
60年の運転期間のカウントから除外することを認める。
イ 安全規制等に係る法令等の制定や改正、運用の変更に対応するため、
運転を停止した期間

ロ 行政処分により運転を停止した場合には、当該行政処分の取消し・
無効等により、運転を停止する必要がなかった期間

ハ 行政指導に従って運転を停止した期間
ニ 仮処分命令を受けて運転を停止した場合には、当該仮処分命令の取
消し等により、運転を停止する必要がなかった期間

ホ 他の法令による処分であって取消しが確定したもの等、予見し難い
事由に対応するため、運転を停止した期間

・運転停止期間も劣化は進み、高経年化炉の危険性は高いこと



※既存商用原子力発電炉の残存状況
橘川武郎『エネルギー・シフト』白桃書房・2020年）より

時点 運転期間が40年の場合 運転期間が60年の場合

2030年末 １８基 ３３基

2050年末 ０基 １８基

2060年末 ０基 ５基：女川３・浜岡５・東通・志賀２・泊３

2065年末 ０基 ２基：志賀２・泊３

2070年末 ０基 ０基



（３）使用済み核燃料の最終処分
特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針は、政府一丸と
なって、かつ、政府の責任で最終処分に取り組んで行くべく、
文献調査の実施地域拡大に向けた取組強化策を取りまとめた。
GX脱炭素電源法により原子力基本法が改正され、国は最終処分
の円滑かつ着実な実施を図るために必要な施策を講じるものと
された。

2020年、最終処分地選定のための文献調査を
北海道寿都町と神恵内村で実施

ただし、処分地選定まで約20年

・最終処分の見通しが立たないこと



最終処分地選定のための文献調査
資源エネルギー庁
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/bunkenchosa.html



（４）核燃料サイクル 高速増殖炉：電気事業連合会
https://www.fepc.or.jp/nuclear/cycle/kousoku/



（５）次世代革新炉の開発
資源エネルギー庁「原子力政策に関する直近の動向と今後の取組」より



（６）再生エネの主力電源化
2030年度における一次エネルギー供給の見込みは、
石油等31％、再エネ22～23％、天然ガス18％、
石炭19％、原子力は9～10％、水素・アンモニア1％。
温室効果ガス46％削減に向けたもう一段の施策強化に
より、再エネ36～38％、原子力20～22％を見込む。

・諸外国に比べ、目標値が低いこと
【参照】2030年のEUの法的拘束力のある目標値は、42.5％

日本の2022年の電力需給における再エネ比率20.5％、
原子力比率5.9％



５．エネルギー政策決定過程の問題

（１）民主党政権下の討議型世論調査（Deliberative Poll）

2012年6月29日 野田政権は、2030年の原子力発電比率について「0％」

「15%」「20～25％」の3つの選択肢を示し、国民の意見を聞くために「国民

的議論」を実施することを決定

・討議型世論調査

・パブリックコメント

・意見聴取会







５．エネルギー政策決定過程の問題

（２）５回のGX実行会議と1ヶ月のパブリックコメント募集

・内閣総理大臣を議長とし、ＧＸ実行推進担当大臣（経済産業大臣）、内閣

官房長官、外務大臣、財務大臣、環境大臣、および日本経済団体連合会会

長や日本労働組合総連合会会長など13人の有識者を構成員とするGX実行会

議が設置され、2022年7月26日から12月22日まで5回開催

・2022年12月23日から23年1月22日まで、パブリックコメントの募集があり、

3303件の意見が提出された。356項目にまとめられ、23年2月10日に、内閣

官房GX実行推進室より意見に対する考え方が示された。



５．エネルギー政策決定過程の問題

（３）「束ね法案」であったGX脱炭素電源法案

①電気事業法

②核原料物質・核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、

③原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律

④再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法

⑤原子力基本法の改正案

を束ねて一本の法律案として提出するいわゆる「束ね法案」



おわりに

１）討議民主主義を前提とするエネルギー政策策定に向けて

２）原発違憲論の検討

原子力発電それ自体を憲法違反とする論拠を見出せるか


